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第第４４節節  共共同同住住宅宅、、寄寄宿宿舎舎、、下下宿宿及及びび長長屋屋  

 
本節は、多数の人が生活する共同住宅、寄宿舎、下宿及び類似の用途である長屋の基準について定めた

ものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本条は、火災時の他用途から共同住宅、寄宿舎又は下宿への延焼の防止等を目的として複合用途の建築

物に対して設置の禁止を定めたものです。 
共同住宅、寄宿舎又は下宿の床面積の合計が１００平方メートルを超えるものを、第１号から第３号ま

でに掲げる用途の上階に設ける場合は、それらの上階の床及び主要構造部を１時間の耐火性能を有する準

耐火構造とする必要があります（図１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（共同住宅等の設置の禁止） 
第２３条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が１

００平方メートルを超えるものは、次の各号のいずれかに掲げる建築物で、これらの用途に供する部分の

主要構造部が準耐火構造（壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏については、政令第１２９条の２の３第１項

第１号ロに掲げる基準に適合するものに限る。）でないものの上階に設けてはならない。 
（１） 劇場、映画館、演芸場、観覧場、マーケット若しくは公衆浴場の用途に供する建築物又は法別表第

２（と）項第４号に掲げる建築物 
（２） 公会堂、集会場、展示場、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場又は倉庫（不

燃性の物品を貯蔵するものを除く。）の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合

計が１００平方メートルを超えるもの 
（３） 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計

が２００平方メートルを超えるもの 
 

（寄宿舎等の廊下の幅） 
第２４条 寄宿舎又は下宿の用途に供する木造建築物等の階で、その階における居室（寄宿舎にあっては寝

室、下宿にあっては宿泊室をいう。以下この条、次条及び第２７条第２項において同じ。）の床面積の合

計が１００平方メートルを超えるものの共用の廊下の幅は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める数値以上としなければならない。 
（１） 両側に居室がある場合 １．６メートル 
（２） 前号に掲げる場合以外の場合 １．２メートル 

第１号から第３号までに掲げる用途 

上階の床及び主要構造部は１時間の耐火性能を有する準耐火構造 

共同住宅、寄宿

舎又は下宿の床

面積＞１００㎡ 

図 １ 
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本条は、政令第１１９条に規定されていない寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物のうち、木造建築物

等で寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積の合計が１００平方メートルを超える階における共用廊下

の幅について定めたものです。政令第１１９条の規定を強化したものとなっています。 
なお、「木造建築物等」については第２２条（木造等の校舎と隣地境界線との距離）で定義しています。 

 
●第１号 
両側に居室がある場合の廊下の幅は１．６メートル以上とする必要があります。幅については実際の有

効幅をいいます。 

 

●第２号 

第１号で規定している場合以外の廊下の幅は１．２メートル以上とする必要があります。幅については

実際の有効幅をいいます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本条は、２方向避難の確保について定めたものです。木造建築物等で政令第１２１条に規定されていな

い規模の共同住宅や寄宿舎又は下宿に対する強化規定となっています。 

なお、「木造建築物等」については第２２条（木造等の校舎と隣地境界線との距離）で、寄宿舎及び下

宿の「居室」については第２４条（寄宿舎等の廊下の幅）で定義しています。 

 

●第１項 

共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する木造建築物等の場合、２階の居室の床面積の合計が５０平方

メートルを超えるものについては、その階から避難階又は地上に通ずる２以上の直通階段又はこれに代わ

る避難上有効な施設を設ける必要があります。 

「これに代わる避難上有効な施設」とは、固定タラップ等の避難器具と地上から道路等に通ずる通行可

能な幅が、１．５メートル以上の敷地内通路をいいます。なお、敷地内通路については、原則として青空

空地としなければなりません。 

 

●第２項 

共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物のうち、主要構造部が不燃材料で造られている建築物

（主要構造部を耐火構造とした建築物又は準耐火建築物を除きます。）の場合、２階の居室の床面積の合

計が１００平方メートルを超えるものについては、その階から避難階又は地上に通ずる２以上の直通階段

又はこれに代わる避難上有効な施設を設けなければなりません。 

「これに代わる避難上有効な施設」とは、第１項の解説を参照してください。 

（共同住宅等の階段） 
第２５条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する木造建築物等で、その２階における居室の床面積の合

計が５０平方メートルを超えるものは、２階から避難階又は地上に通ずる２以上の直通階段又はこれに代

わる避難上有効な施設を設けなければならない。 
２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物のうち、主要構造部が不燃材料で造られている建築物

（主要構造部を耐火構造とした建築物又は準耐火建築物を除く。）で、その２階における居室の床面積の

合計が１００平方メートルを超えるものは、２階から避難階又は地上に通ずる２以上の直通階段又はこれ

に代わる避難上有効な施設を設けなければならない。 
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本条は、災害時における避難の安全を考慮して、一定規模を超える共同住宅、寄宿舎又は下宿について

主要な出口から道路等に至るまでの基準を定めたものです。 
 

●第１項 
主要な出口（屋外階段からの出口を含みます。）は道路に面している必要があります。ここで、「道路

に面する」とは、主要な出口が道路に平行して位置し、通行可能な幅（W）が１．５メートル以上、かつ、
その出口と道路等までの距離（D）以上であり、敷地と道路等との間に高低差がないものをいいます（図
１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし書きでは、主要な出口が道路に面していない場合の緩和規定を定めています。 

 

●第１項第１号 
敷地内通路を設けた場合による緩和規定です。 

共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計に応じて、表に掲げる幅員以上の安全上及び避難上支障

（共同住宅等の主要な出口） 
第２６条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物の避難階においては、主要な出口（屋外階段か

らの出口を含む。以下この条、第２９条及び第３３条において同じ。）は、道路に面して設けなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
（１） 主要な出口から道路に通ずる敷地内通路の幅員が、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右

欄に定める数値以上あり、安全上及び避難上支障がないと認められる場合 
共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する部分の床面積の合計 敷地内通路の幅員 
１００平方メートル以内のもの １．５メートル 
１００平方メートルを超え３００平方メートル以内のもの ２メートル 
３００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの ３メートル 
５００平方メートルを超えるもの ４メートル 

（２） 周囲に公園、広場その他の空地があり、市長が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場合 
２ 前項の建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における同項の規定の適用に

ついては、その区画された部分（以下この項及び第３３条第２項において「区画部分」という。）をそれ

ぞれ別の建築物とみなす。ただし、区画部分の主要な出口から道路に通ずる敷地内通路のうち、それぞれ

の区画部分の共用の部分の幅員については、共用に係る区画部分を一の建築物とみなして前項第１号の規

定を適用する。 

（例） 
D＝２m、W≧２mのとき 
→「道路に面する」 

D＝４m、W＝３mのとき 
→「道路に面しない」 

：主要な出口 

D 

W 
W 

D 

道 路 

 通行可能な
部分 

建築物 

 駐車場などで通
行不可能な部分 

図 １ 
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がない敷地内通路（W）を確保した場合には、緩和規定を適用できるものとします（図２）。 
敷地と道路の間に高低差があり、通常の通行が不可能な場合には道路に通ずるとはみなされず、表に掲

げる幅員以上の階段又はスロープ等を、敷地内通路（W）の一部として整備する必要があります（図３）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、敷地内通路については、原則として青空空地としなければなりません。 

 

 

●第１項第２号 

市長の認定による緩和規定です。 

敷地の周囲に公園、広場その他の空地を有し、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場合は、

市長の認定により緩和規定を適用できるものとします。 
 
●第２項 

第１項の出口について、その建築物が政令第１１７条第２項の規定と同様に区画されている場合の取扱

いを定めたものです。この場合、当該区画ごとに第１項の規定を適用します（図１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（例） 
A＝２５０㎡、B＝３００㎡のとき 
α＝[（２５０＋３００）＝５５０㎡] ⇒４ｍ 
β＝[３００㎡]           ⇒２ｍ 

α β 

A区画 
ａ㎡ 

B区画 
b㎡ 

道

路 

耐火構造の床又は壁で区画 

α＝a＋bの面積の合計による 
β＝bのみの面積による 

図 １ 

W W 

道 路 

 敷地内
通路 

建築物 

図 ２ 

W 

W W 

道 路 

建築物 

図 ３ 

W 

 階段又は

スロープ 
階段又は

スロープ 
 

W W 

 敷地内
通路 

：主要な出口 
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本条は、共同住宅、寄宿舎又は下宿の居室について、一定の居住環境を確保するための基準を定めたも

のです。 
 

●第１項 
共同住宅の居室の最小床面積について定めています。居室のうち１以上の床面積は７平方メートル以上

とする必要があります。 

 
●第２項 
寄宿舎又は下宿の居室の最小床面積について定めています。これらの床面積は７平方メートル以上とす

る必要があります。寄宿舎及び下宿の「居室」については第２４条（寄宿舎等の廊下の幅）で定義してい

ます。 

ただし書きでは１人専用のものにあっては、その床面積を５平方メートル以上とすることができる緩和

規定を設けています。 
 

●第３項 
共同住宅等の居室が過密状態とならないよう、棚状寝所の設置を禁止しています（図１）。 
ただし書きでは、居室が一人専用に区画され、避難上支障がないと認められるものに限って緩和してい

ます（図２）。ただし、この場合、ベッドスペース以外で５平方メートル以上を確保する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（共同住宅等の居室） 
第２７条 共同住宅の各戸においては、その居室のうち１以上の床面積を７平方メートル以上としなければ

ならない。 
２ 寄宿舎又は下宿の居室の床面積は、７平方メートル以上としなければならない。ただし、１人専用のも

のにあっては、その床面積を５平方メートル以上とすることができる。 
３ 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物には、居住又は就寝のための棚状部分（以下「棚状寝

所」という。）を設けてはならない。ただし、１人専用に区画され、避難上支障がないと認められるもの

については、この限りでない。 
 

ベッド 

ベッド 

図 ２ 

＜居室が一人専用に区画され

たものの例＞ 可 

ベッド ベッド 

ベッド ベッド 

図 １ 

＜棚状寝所＞ 不可 

ベッド 

ベッド 
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本条は、共同住宅を対象とし、一定の住戸水準を確保するために、各住戸に炊事場がない場合の基準を

定めたものです。 
 

●第１項 
各住戸に炊事場がない場合には、共同炊事場を設けなければならないことを定めています。 
 

●第２項 
共同炊事場の最低床面積を定めています。 
その面積は、６平方メートル以上とし、かつ、これを使用する住戸１につき０．８平方メートル以上と

する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本条は、第２６条（共同住宅等の主要な出口）と同様に、災害時における避難の安全を考慮して、長屋

の主要な出口から道路等に至るまでの基準を定めたものです。 
主要な出口は道路に面している必要があります。なお、「道路に面する」の解釈については、第２６条

第１項の解説を参照してください。 

 

ただし書きでは、主要な出口が道路に面していない場合の緩和規定を定めています。 

 
●第１号 
主要な出口から道に通ずる敷地内通路の幅員は３メートル以上必要になります。ただし、２以下の住戸

の専用の通路については、２メートル以上とすることができます。 

ここで、かっこ書きの「２以下の住戸の専用の通路」とは、２戸以上の長屋であっても、当該通路を利

用する住戸が２戸以下であれば、２メートル以上とすることができます（図１）。 
 
 
 
 
 

（共同住宅の共同炊事場） 
第２８条 共同住宅の各戸に炊事場がない場合には、共同炊事場を設けなければならない。 
２ 前項の共同炊事場の床面積は、６平方メートル以上、かつ、これを使用する住戸１につき０．８平方メ

ートル以上としなければならない。 

（長屋の出口） 

第２９条 長屋の各戸の主要な出口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当する場合は、この限りでない。 
（１） 主要な出口から道路に通ずる敷地内通路の幅員が３メートル（２以下の住戸の専用の通路について

は、２メートル）以上あり、安全上及び避難上支障がないと認められる場合 
（２） 周囲に公園、広場その他の空地があり、市長が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場合 
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●第２号 
市長の認定による緩和規定です。 

敷地の周囲に公園、広場その他の空地があり、市長が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場

合は緩和規定を適用できるものとします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本条は、集住するという点で共同住宅と類似である長屋について、利用者が就寝の用途に使用するため、

災害発生時の覚知が遅れ、避難上問題が生じる可能性があることから、法、政令及び条例による共同住宅

に関する構造制限と、ほぼ同様の制限を定めたものです。 
 

●第１項 
一定階以上を長屋の用途に供する建築物について耐火建築物等の要求をしたものです。 
３階を長屋の用途に供する建築物は耐火建築物又は別に定める基準に適合する１時間準耐火建築物と

する必要があります。また、４階以上の階を長屋の用途に供する建築物は耐火建築物とする必要がありま

す。 
ただし書きでは、重ね建て長屋の用途に供する部分のない縦割り長屋については、一戸の住宅が他の住

戸との重なりがなく、すべての階を同一居住者が使用するものであり、火災時の避難等も容易であること

から緩和規定を定めています。 
３階長屋においての別に定める基準は、「平塚市建築基準法施行細則」にて次のように定めています。 

（長屋の構造） 
第３０条 ３階を長屋の用途に供する建築物は耐火建築物又は法第２条第９号の３イに該当する準耐火建

築物（政令第１２９条の２の３第１項第１号ロに掲げる基準及び別に定める基準に適合するものに限る。）

とし、４階以上の階を長屋の用途に供する建築物は耐火建築物としなければならない。ただし、重ね建て

長屋の用途に供する部分のない建築物については、準耐火建築物又は政令第１３６条の２の技術的基準に

適合する建築物とすることができる。 
２ 長屋の用途に供する部分の床面積の合計が６００平方メートル以上の建築物は、耐火建築物又は準耐火

建築物としなければならない。 
３ 長屋の各戸の界壁の長さは、４．５メートル以上としなければならない。ただし、当該建築物の構造若

しくは形状又は周囲の状況によりやむを得ないと認められる場合は、その界壁の長さを２．７メートル以

上とすることができる。 
４ 長屋の各戸は、直接外気に接する開口部を２面以上の外壁に設けなければならない。 

道

路 

長 屋 の

住戸Ｂ 

通路幅
３ｍ 

長 屋 の

住戸Ａ 
長 屋 の

住戸Ｃ 

通路幅２ｍ 

：主要な出口 

 ２戸専用の通路部分 

図 １ 
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平塚市建築基準法施行細則 

第13条の2 条例第30条第1項の別に定める基準(防火地域以外の区域内にある建築

物に限る。)は、次に掲げるものとする。ただし、防火地域及び準防火地域以外の区域内

にある建築物にあっては、第1号及び第2号に掲げるものとする。 

（１） 各住戸に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられているこ

と。ただし、各住戸から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が直接外気に

開放されたものであり、かつ、各住戸の当該通路に面する開口部に法第 2条第 9号

の2ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、この限りでない。 

（２） 建築物の周囲(開口部(居室に設けられたものに限る。)がある外壁に面する部分

に限り、道に接する部分を除く。)に幅員が 3メートル以上の通路(敷地の接する道

まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合し

ているものについては、この限りでない。 

ア 各住戸に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられている 

こと。 

イ 各住戸から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が、直接外気に開放 

されたものであり、かつ、各住戸の当該通路に面する開口部に法第2条第9号 

の2ロに規定する防火設備が設けられていること。 

ウ 政令第129条の2の3第1項第1号ハ(2)に掲げる基準に適合していること。 

（３） 3階の各住戸(各住戸の階数が 2以上であるものにあっては、2階以下の階の部

分を含む。)の外壁の開口部及び当該各住戸以外の部分に面する開口部(外壁の開口

部又は直接外気に開放された廊下、階段その他の通路に面する開口部にあっては、

当該開口部から90センチメートル未満の部分に当該各住戸以外の部分の開口部がな

いもの又は当該各住戸以外の部分の開口部と50センチメートル以上突出したひさし

等(ひさし、袖壁その他これらに類するもので、その構造が、政令第 129条の 2の 3

第 1項第 1号ハ(2)に規定する構造であるものをいう。)で防火上有効に遮られてい

るものを除く。)に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられていること。 

 

避難上有効なバルコニー、周囲３ｍの通路及び開口部の防火設備の整備等を加えています。細則第１

３条の２第１号ただし書きについて、避難上有効なバルコニー設置免除の通路が直接外気に開放された

ものの解釈は図１のとおりとします。 

（通常の例において開放廊下等ありの場合と避難上の観点から同等とみなします。） 
    

＜通常＞          ＜開放廊下等あり＞      ＜開放廊下等なし＞ 
 

不要             不要            必要                    

 

不要             不要            必要 
 
 
 
 

図 １ 
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●第２項 
長屋の用途に供する建築物で６００平方メートル以上の規模のものについて、耐火建築物又は準耐火建

築物とする必要があります。 
 

●第３項 
木造建築物等である長屋の場合、住戸の間に接続幅の短い物置などの収納を付設する計画が見受けられ

ますが、それが建築中あるいは工事完了後、除却されることにより接道規定に違反することも考えられま

す。そこで、そのようなことを防止するために本項では長屋の各住戸の界壁（接続）長さを４．５メート

ル以上と定めています。 
界壁長さＬとは、原則として図２のように考えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ただし書きでは、その構造や形状、周囲の状況によってやむを得ないと認められる場合は、２．７ｍ以

上とすることができるという緩和規定を定めています。 
なお、界壁長さＬは、１階部分又は２階部分のどちらか確保されていれば本項に適合しているものとし

ます。 
 

●第４項 
安全上、衛生上の観点から居住環境を高めるために、背割長屋（背合せとなっている住戸）を禁止した

ものです（図３）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住戸 住戸 

住戸 住戸 

住戸 住戸 

住戸 住戸 

：背合せとなっている住戸 

平面図 
図 ３ 

住戸 住戸 
住戸 

住戸 

住戸 

住戸 

Ｌ Ｌ 

Ｌ 

図 ２ 
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本条は、重ね立て長屋の火災初期における上階への延焼を防止し、上階からの避難を確保するために定

めたものです。 
 
２階における重ね建て長屋の部分の床面積の合計が１００平方メートルを超える場合は、２階の床を準

耐火構造とするか、又はその直下の天井（回り緑その他これに類する部分を除きます。）の仕上げを準不

燃材料とする必要があります（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重ね建て長屋の区画） 
第３１条 重ね建て長屋で、２階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が１００平方メートルを超

えるものは、２階の床を準耐火構造とし、又はその直下の天井（回り縁その他これに類する部分を除く。）

の仕上げを準不燃材料でしなければならない。 
 

準不燃材料仕上げの天井 

木造床等 

図 １ 

準耐火構造の床 
又は 

長屋＞１００㎡ 


